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概 要

木曽路で、中山道制定に関する最も古い文書は、慶長６年３月２０日の大
久保長安が「贄川村」と上松の「塚本」宛に出した伝馬掟状で、次には同年
４月１２日、木曽代官山村良候が野尻の木戸彦左衛門を半分問屋に任命した
山村道勇手形である。

林氏所有の妻籠半分問屋に任命した手形（慶長６年４月１３日）はこれに
続く古い文書で、妻籠宿では当時既に少なくとも２軒の問屋が任命されてい
たことを示すとともに、中山道の制定にあたり、木曽の各宿は他の地域にさ
きがけて、宿駅制度が進められたことを示す貴重な資料である。
南木曽町博物館歴史資料館で公開展示している。


